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給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 

及び令和８年分以後の 「源泉徴収税額表」 が改正されました。 

 

令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給

与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」が創設されま

した。 これらの改正は、原則として、令和７年１２月１日に施

行され、令和７年分以後の所得税に適用されます。 

基礎控除の見直し 

給与所得控除の見直し 

令和 7年度
基礎控除が一律で１０万円引き上げられ、　給与収
入のみの場合、 ２００万 3,999 円以下は恒久的な
上乗せですが、 上記の収入を超えた場合は 2年間
限定の上乗せになるよ！！

実務としては、 令和７年１１月まで
の給与等の源泉徴収事務に変更
はありません。
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    居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族１人につき、その特定

親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。 

 

 

 

 

 

    基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注１)が改正されま

した。 また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に

算入する金額の最低保障額が65万円（改正前：55万円）に引き上げられました。 

 

 

 

 

 

 

特定親族特別控除の創設 

扶養親族等の所得要件の改正 

パートやアルバイトの収入を増やせ
る機会だけど、 住民税と社会保険
料の壁は従来通りだよ！！




